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《基本政策Ⅳ》 

やさしい愛
え

顔
がお

あふれる「えひめ」づくり～調和と循環により、かけがえのない環境を“守る”～ 

政策① 環境と調和した暮らしづくり 

目指す方向 

学校や地域、家庭、職場など多様な場における環境教育・学習を通じて、子どもから高齢者まで誰も

が環境問題を正しく理解し、エネルギー消費の少ない生活スタイルへの転換や低炭素型のビジネススタ

イルの実現など、地球温暖化対策を実践する意識の醸成に努めます。 

また、限りある資源を有効に活用するため、家庭や会社など身近なところから取り組める３Ｒ（リデ

ュース（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再生利用））の普及を促進するとともに、大気

や水質など安全で快適な生活環境の保全に努めます。 

     そして、誰もが環境に配慮しながら暮らせる愛媛の実現を目指します。 

    

施策47 環境教育・学習の充実と環境保全活動の促進 

〔施策の目標〕 

環境とのつながりについて認識を深め、環境保全活動にもっと積極的に取り組むようにしたい。 

〔施策の概要〕 

 学校や地域等における環境教育・学習を推進するとともに、環境活動リーダー等のスキルアップの

支援や多様な主体の協働による活動を促進します。 など 

主要な取組み 

ア 「三浦保」愛基金環境保全活動支援事業（環境政策課） 

予算額 15,000千円、決算額 14,563千円（その他）、不用額 437千円 

【事業の実施状況】 

「三浦保」愛基金を活用し、環境保全や自然保護に係る活動を行う非営利団体に対し、公募の

うえ補助金を交付するとともに、環境保全や自然保護に積極的に取り組んでいる個人や団体を表

彰する活動に支援することで、県内における環境意識の高揚に努めた。 

( 1 ) 環境保全・自然保護分野公募事業 

    25団体から応募があり、プレゼンテーションによる審査を経て21団体に助成。 

対象事業 ・地球温暖化防止を推進する活動に関する事業 

          ・環境学習を推進する活動に関する事業 

          ・生活環境を保全する活動に関する事業 

          ・自然環境を保全し、又は活用する活動に関する事業 

     補 助 率 事業費が50万円以下の部分   10分の10以内 

          事業費が50万円を超える部分  ２分の１以内 

     限 度 額  1,250千円（補助対象事業費は 2,000千円） 

( 2 ) 環境保護活動顕彰・啓発事業 

環境保護に貢献した個人や団体を表彰するとともに環境保護に関する普及啓発を行う

団体に補助金を交付。 

     ・対象団体 三浦保環境賞実行委員会 

     ・表 彰 式 平成29年２月10日（松山全日空ホテル） 

     ・被表彰者 大  賞 ＮＰＯ法人 愛媛生態系保全管理（内子町） 

           知 事 賞 住民自治されだに（伊予市） 

           奨 励 賞 宇和島市立清満小学校（宇和島市） 

           県奨励賞 モモンガクラブ（久万高原町） 

           特 別 賞 松山海洋少年団（松山市） 

                ＮＰＯ森からつづく道（松山市） 
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【事業の成果】 

助成を行った多くの団体による様々な取組みを通じて、県民への環境保全に関する啓発が図ら

れており、県民の環境保全意識の向上を図ることができた。 

 

イ 環境創造センター事業（環境政策課） 

予算額 5,128千円、決算額 4,584千円（県費）、不用額 544千円 

【事業の実施状況】 

環境創造のための先進的技術開発や施策展開の総合的な企画立案を行うなど、環境対策の機能

強化を図るため、平成12年４月に「愛媛県環境創造センター」を設立した。 

( 1 ) 環境創造センターの運営 

構成：所長１名（森田昌敏）、客員研究員10名、研究員（県職員）22名 

( 2 ) 「えひめ環境大学」の開催 

環境保全活動者等に、より高度な環境知識を修得してもらうため、学識経験者や環境分

野の専門家を講師に迎え、専門的で質の高い講義内容の「えひめ環境大学」を開催した。 

         ・総合テーマ：「水を巡る環境を語ろう」 

 開催日 講 師 演   題 

第１回 平成28年７月９日 早水 輝好 水質について考える 

第２回 平成28年７月16日 松尾 友矩 日本の水事情について 

第３回 平成28年７月23日 小森 行也 
生活系排水などによる河川や湖沼

の水質汚濁 

第４回 平成28年７月30日 鑪迫 典久 水に棲む生きものたちと環境 

第５回 平成28年８月６日 森田 昌敏 世界の水事情と総合討論 

         ・延受講者： 321名 

         ・修 了 者： 59名（４回以上出席者に修了証書を交付） 

   【事業の成果】 

     環境創造センターの運営や「えひめ環境大学」の開催により、県内の環境研究・施策の機能強

化及び環境保全活動者等への環境知識の提供を図ることができた。 

 

ウ ＥＳＤ環境教育プロジェクト事業（高校教育課） 

予算額 1,000千円、決算額 1,000千円（県費） 

【事業の実施状況】 

    県立高校・中等教育学校の中から指定した東・中・南予各地域のそれぞれ１校（計３校）が「Ｅ

ＳＤ環境教育プロジェクト事業」の趣旨を踏まえ、地域の環境に関する諸課題に対して､生徒が自

ら考え､判断し、他者と協力しながら解決に向けて行動するなど、持続可能な社会を創造するため

の学習や活動に取り組んだ。 

【事業の成果】 

○ 新居浜南高校では、別子銅山の環境対策をはじめとする様々な取組を学ぶことで、活動や環

境問題に対する意識が広がった。また、自然保護について役立てることができたことへの実感

を得ることができ、自己有用感を持つことができた。 

○ 上浮穴高校では、演習林調査やカホンを活用した森林環境教育を実践することで、持続可能

な森林の在り方について考え、地域イベントへの積極的な参加により、地域へ貢献することが

できた。 

○ 宇和島水産高校では、宇和海の継続的な水質調査や研究を通して、課題発見・解決型の能力

を育成した。さらには、小学生などを対象に環境についての啓発活動を実施することでＥＳＤ

の観点から、様々な年代に環境や水産業に対する意識を高めることができた。 
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 各地域において、「研究計画報告・検討会」、「実施状況報告会」、「成果報告会」の合同開催によ

る３回の報告会等を行うことで、生徒はＥＳＤの視点で自分たちの活動を考えられるようになり、

持続可能な社会づくりのためにどうすればよいか、自ら考え、行動する意識が高まったとの報告

が実践校からあがっている。 

さらには、各校の研究成果をまとめたＤＶＤを県立高校・中等教育学校に配布し、研究成果の

普及に努めた。 

 

施策48 地球温暖化対策の推進 

〔施策の目標〕 

地球温暖化防止に対する一人ひとりの意識をもっと高めたい。 

〔施策の概要〕 

家庭における身近な省エネの普及啓発活動等に取り組むなど、エネルギー消費の少ない生活スタイ

ルへの転換を促進するほか、事業所の省エネ設備・施設の導入等を支援します。 など 

主要な取組み 

ア 地球温暖化防止県民運動推進事業（環境政策課） 

予算額 5,990千円、決算額 4,367千円（県費）、不用額 1,623千円（経費節減による） 

【事業の実施状況】 

    (1) 中小企業環境配慮活動支援事業 

目   的：中小企業の事業所における環境への取組みを支援することで、中小企業等にお

ける持続的かつ効率的な環境配慮活動の定着を図る。 

      実施事業所：10事業所 

      内   容：エネルギー管理士を派遣して省エネ診断を実施し、事業所における温暖化対策

の技術的指導等を行うとともに、環境省が策定したガイドラインに基づく「エ

コアクション21」の普及啓発や導入支援を行った。 

(2) 事務所等における温暖化対策実態調査事業 

目   的：事務所等のエネルギー使用状況や省エネ設備・再生可能エネルギーの導入状況

など温暖化対策の実態を調査・把握し、実効性のある温室効果ガス排出削減対

策の企画・立案に生かす。 

      調 査 結 果：500事業所のうち193事業所が回答 

       地球温暖化問題について、87％の事業所が関心を持っているとの回答であり、

省エネに関する取組みでは、ノーネクタイ等の服装の自由化、設定温度の適正

化、紙の使用量削減や再資源化等の実施を行っている事業所が多かった。 

(3) クールビズ四国キャンペーン（四国４県連携事業） 

      目   的：適正冷房（28℃）及び軽快な服装（ノーネクタイ・ノー上着など）での勤務を 

、県内各層へ普及・啓発し、オフィスの省エネルギーを促進する。 

      実 施 期 間：５～10月 

      啓 発 方 法：ポスター（ 2,000枚）の配布 

            文書等による協力要請 

            県ホームページへの掲載、報道機関への資料提供 

      実 施 機 関： 388企業・団体、20市町、県 

(4) ウォームビズ四国キャンペーン（四国４県連携事業） 

      目   的：適正暖房（20℃）及び暖かい服装での勤務を、県内各層へ普及・啓発し、オフ

ィスの省エネルギーを促進する。 

      実 施 期 間：11～３月 

      啓 発 方 法：ポスター（ 1,500枚）の配布 

            文書等による協力要請 

            県ホームページへの掲載、報道機関への資料提供 

      実 施 機 関： 264企業・団体、20市町、県 
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(5) ライトダウンキャンペーン（２回／年） 

      目   的：県民が日常的な温暖化対策を実践するきっかけづくりとすることを目的に、県

内のライトアップ施設や広告塔等の一斉消灯を行う。 

      啓 発 方 法：文書による協力要請 

            県ホームページへの掲載、報道機関への資料提供 

            ＰＲツールの作成、配布 

     ①アースデイ・ライトダウン（県単独） 

      実 施 日 時：平成28年４月22日（アースデイ）の夜８時から10時までの２時間 

      参 加 施 設： 162企業・団体の 371施設 

削減電力量： 2,107.92kWh 

     ②ムーンナイトSHIKOKU（四国４県連携事業） 

      実 施 日 時：平成28年９月11～17日の夜８時から10時までの２時間 

      参 加 施 設： 112企業・団体の 246施設 

      削減電力量： 13,264kWh 

(6) 「みんなで出かけまシェアキャンペーン」開催事業 

目   的：電力需要期である夏季及び冬季に、家族揃って快適に過ごせる場所への外出を

促す「クールシェア」、「ウォームシェア」の各キャンペーンを実施することで、

家庭部門の節電意識の向上と温室効果ガスの削減を推進する。 

      実 施 時 期：「クールシェア」 ７～９月 （ 128協力施設） 

            「ウォームシェア」12～２月 （ 104協力施設） 

      内   容：県民が夏・冬の暑さ・寒さをしのぎ、のんびりした時間を過ごしてもらうため 

            、協力施設にてキャンペーン期間中の来店者・来場者への割引などの特典、ま

た、無料で利用できる施設・イベント等のサービスを実施した。 

    (7) 家庭の省エネルギー促進事業 

      内   容：家庭の省エネ専門家「うちエコ診断士」が各家庭のライフスタイルに合わせた

省エネ、省CO2対策を提案する「うちエコ診断制度」の導入に向けて、うちエコ

診断士養成研究会を開催するとともに、同制度の県内での運用を開始した。 

      運 用 開 始：平成28年10月～ 

(８) エコ通勤普及促進事業 

      目   的：エコ通勤普及キャンペーン等を開催することにより、自家用車から公共交通機

関、自転車利用への転換を促進するとともに、運輸部門における温室効果ガス

削減への意識向上を図る。 

     ①エコ通勤普及キャンペーン 

      実 施 日：新居浜市開催：平成28年６月25日 

            松山市開催 ：平成28年９月22日 

            八幡浜市開催：平成28年10月２日 

      内   容：市町等が行う環境イベント等で、公共交通機関、自転車利用によるエコ通勤の 

普及促進を図った。 

     ②えひめツーキニストクラブの発足 

      内   容：職場の同僚等とチームを編成し、一緒に励まし楽しみながら自転車通勤に挑戦 

する。 

      会 員 数：30会員（総数：90名）H28実績 

     ③事業所に対するエコ通勤の普及 

      実 施 日：平成29年３月８日 

      講 演 名：平成28年度「bikebiz（バイクビズ）推進フォーラム」 

      内   容：27年度に実施した自転車ツーキニストモニター事業の結果を踏まえ、環境と健 

康に対するモニター事業の成果等について広く周知した。 

     ④学生に対する通学自転車利用の普及啓発 

      実 施 日：平成28年11月12～13日 
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      場   所：愛媛大学学生祭 

      内   容：スポーツサイクルについて紹介することで、自転車通学に対する興味・関心を 

高め、自転車利用の促進や温暖化防止の啓発を図った。 

    (9) 地球温暖化適応策普及啓発事業 

      目   的：温室効果ガス排出を抑制する「緩和策」と同時に、既に起こりつつある温暖化

による影響に対応した自然・人間社会の在り方を調整する「適応策」の重要性

について普及啓発を図る。 

      実 施 日：平成28年10月15～16日 

      内   容：地球温暖化の影響や「適応策」の説明、県の農林水産部門の取組み事例等につ

いてパネル展を開催し、適応策に対する知識と認識を高めた。 

【事業の成果】 

産業、業務、家庭、運輸等各部門において、県民、事業者が一体となって県民総ぐるみで地球

温暖化防止に取り組むとともに、温室効果ガス削減や節電意識の向上を図ることができた。（参加

数：968事業所、849施設） 

 

イ 地球温暖化防止普及啓発イベント開催事業（環境政策課） 

予算額 2,000千円、決算額 1,900千円（その他）、不用額 100千円 

【事業の実施状況】 

     広く県民に地球温暖化対策の必要性・重要性を認識してもらうため、環境イベントを開催し、

省エネ・節電意識の向上を図るとともに、地球温暖化防止の普及啓発を行った。 

     ・開催年月日 平成28年10月15～16日 

     ・イベント名 えひめecoフェスタ2016～さあ、始めよう！COOL CHOICE ～ 

     ・開 催 場 所 エミフルMASAKI 

     ・来 場 者 数 延べ約3,000人 

     ・内   容 ステージでの各種パフォーマンス、専門家による省エネの提案やアドバイスを

行う「うちエコ診断」の実施、次世代自動車の展示等 

【事業の成果】 

     子どもから大人・高齢者まで楽しく環境を学んでもらうイベントとしたことから、延べ約3,000

人と多数の来場者があり、省エネ・節電意識の向上を図ったほか、県民総ぐるみで温暖化対策に

取り組む意識の強化を行うことができた。 

 

施策49 環境への負荷が少ない循環型社会の構築 

〔施策の目標〕 

３Ｒにもっと積極的に取り組めるようにしたい。 

〔施策の概要〕 

３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進や、リサイクル製品の優良モデル認定などによ

る、循環型社会ビジネスの育成・支援に取り組みます。 など 

主要な取組み 

ア 循環型社会ビジネス振興事業（循環型社会推進課） 

予算額 3,398千円、決算額 2,882千円（その他）、不用額 516千円 

【事業の実施状況】 

循環型社会ビジネスを育成・振興するため、他の模範となるようなリサイクル製品、廃棄物の

３Ｒに積極的に取り組んでいる事業所や店舗等を優良モデル（スゴeco）に認定し、県のＨＰやパ

ンフレット、「愛媛の３Ｒ企業展」といった環境イベントにおいて、県民や県内企業等へのＰＲ

を行い、他の事業者への波及を図った。 

【事業の成果】 

平成28年度の優良モデルの認定件数：４件 

（Ｈ29.４.１時点：現行認定件数125件、認定実績数167件） 
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平成28年度「愛媛の３Ｒ企業展」の来場者数：約 3,600名 

（Ｈ28.10.15・16の２日間開催） 

 

イ 紙産業資源循環促進支援事業（循環型社会推進課） 

予算額 31,300千円、決算額 31,225千円（その他）、不用額 75千円 

【事業の実施状況】 

紙産業から排出される、製紙スラッジ焼却灰のゼロエミッションの実現を図るため、公益社団

法人愛媛県紙パルプ工業会が中心となって取り組む製紙スラッジ焼却灰等産業廃棄物の発生抑制

や再資源化を促進するための研究・開発事業等について、工業会が会員企業を対象に行う助成事

業（５件）及び工業会が行う研究・開発事業に要する経費を助成した。 

【事業の成果】 

県内産業廃棄物発生量の約５割を占める製紙スラッジを主体に、紙産業における産業廃棄物の

発生抑制や再資源化等の取組を促進した。 

 

ウ 産業廃棄物不法投棄未然防止対策強化事業（循環型社会推進課） 

予算額 20,605千円、決算額 19,670千円（その他）、不用額 935千円 

【事業の実施状況】 

資源循環促進基金を活用し、悪質・広域・巧妙化する産業廃棄物の不法投棄等を撲滅するため、

県民からの情報や循環型社会推進課内に設置している産業廃棄物不法投棄 110番（通話無料の専

用電話）により、早期の対応を図った｡ 

また、警察と連携して、産業廃棄物収集運搬車両の検問（７回）を実施したほか、産業廃棄物

の不法投棄のおそれのある現場に監視カメラ２台（累計14台）を設置して、不法投棄の抑止と不

法投棄行為者の特定に活用した｡ 

さらに、暴力団関係者等に厳格に対処できる警察官ＯＢを産業廃棄物等適正処理指導員とし

て、各地方局・支局に各１名計５名配置して管内パトロール等による監視指導を行うとともに、

「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」では全国一斉の監視活動や啓発活動を実施したほか、保健所

ごとに不法投棄防止対策推進協議会を開催し、関係機関が連携・協力して、不法投棄など不適正

処理の未然防止、早期発見・早期是正に努めた｡ 

【事業の成果】 

産業廃棄物の不法投棄は、件数、投棄量ともに概ね減少傾向にある。 

 

施策50 良好な生活環境の保全 

〔施策の目標〕 

安全で快適な生活環境の中で暮らせるようにしたい。 

〔施策の概要〕 

各種環境基準の達成・維持を図るとともに、地域の実情や特性に応じた公共下水道や農業集落排水、

合併処理浄化槽等の計画的な整備を促進します。 など 

主要な取組み 

ア 水質汚濁防止対策事業（生活排水対策事業）（環境政策課） 

予算額 30,559千円、決算額 26,384千円（県費）、不用額 4,175千円（入札減による） 

【事業の実施状況】 

○健康で快適な生活環境を確保し、公共用水域における水質保全の一層の推進を図るため、下水

道や合併処理浄化槽などの生活排水処理施設を経済的で効率的に整備することを目的に策定し

ている第三次愛媛県全県域下水道化基本構想（目標年度：平成34年度）に基づき、本県の汚水

処理人口普及率の向上等の促進に努めた。 

○生活排水処理施設の整備を計画的に推進するため、市町職員等を対象とした生活排水対策研修

会を開催した。 

     ・開催年月日 平成28年10月31日 
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     ・開 催 場 所 衛生環境研究所５階大会議室 

     ・参 加 者 市町及び保健所担当職員49名 

     ・内   容 県内の生活排水対策及び公共用水域の現況について 

第三次愛媛県全県域下水道化基本構想の中間見直しについて 

            各生活排水処理施設整備事業の概要について 

    ○公共用水域の水質環境基準を達成するために、工場・事業場の排出水の監視指導を実施すると

ともに、公共用水域の常時監視等を実施した。 

【事業の成果】 

県内の汚水処理人口普及率を平成20年度末の67.2％から77.2％へ向上させた。 

また、水質環境基準の達成率は82.1％であり、平成20年度からの水準を維持した。 

 

イ ダイオキシン類監視指導分析事業（環境政策課） 

予算額 4,259千円、決算額 3,493千円（県費）、不用額 766千円 

【事業の実施状況】 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質、底質及び土壌について、大規模廃棄物

焼却炉等の発生源周辺地域を主体として、県内のダイオキシン類の汚染状況を調査し、環境基準

の達成状況を把握した。 

  ○環境基準監視調査 

    調査対象ごとに、次のとおり調査を実施した。 

     ・大   気：四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、八幡浜市、宇和島市の各１

地点で年２回（夏・冬）実施。 

     ・水質・底質：河川（広江川、菊間川、広見川、薬師谷川）、海域（新居浜海域、波方・

大西・菊間海域、宇和島海域）の各１地点で年１回実施。広江川の水

質調査については年２回実施。 

     ・土   壌：四国中央市、新居浜市、伊予市、八幡浜市、宇和島市、愛南町の各１

地点で年１回実施。 

【事業の成果】 

26調査地点、延べ33検体の調査を実施した結果、全ての調査地点において環境基準を達成して

いた。 

 

ウ 水道施設耐震化等促進事業（環境政策課） 

予算額 1,159,224千円、決算額1,039,830千円（国費）、繰越額 119,394千円 

【事業の実施状況】 

本県では、水道施設の耐震化を促進して、災害時でも安全で良質な水道水を供給し、将来にわ

たり継続可能かつ強靱な水道を構築するため、国の生活基盤施設耐震化等交付金を活用している

ところであり、平成28年度については、８市町25事業で水道施設整備を行った。 

なお、４市町４事業については、平成29年度に事業を繰り越した。 

【事業の成果】 

指標の名称 基幹管路の耐震適合率 

指標の説明 基幹管路（導水管・送水管・配水本管）のうち耐震適合性のある管路の割合 

指標の目指

す方向性 

 

実績値等 

平成 27年度値 平成 28年度値 
備考 

（平成 36年度目標値） 

23.9％ 12月判明見込 45％ 

 

エ 合併処理浄化槽設置整備事業（循環型社会推進課） 

予算額 63,495千円、決算額 39,022千円（県費）、不用額 24,473千円（補助基数の減によるもの） 
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【事業の実施状況】 

生活排水対策の柱である合併処理浄化槽の整備促進により、公共用水域の水質保全と生活環境

の向上を図るため、①合併処理浄化槽を設置する個人（住民）に対し補助を実施している14市町

（個人設置型）及び②地域の面的整備を図るために市町自ら合併処理浄化槽の設置主体となる浄

化槽市町村整備推進事業を実施している５市町（市町村設置型）に対し、県費の助成を実施した。 

【事業の成果】 

  県内の汚水処理人口普及率77.2％（うち、合併処理浄化槽21.0％） 
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政策② 自然と共生する社会の実現 

目指す方向 

四季折々に美しい姿を見せ、県民にやすらぎを与える豊かな自然環境が、地域住民やボランティア団

体・ＮＰＯ、行政など多様な主体によって適正に管理・保全されるとともに、希少な野生動植物をはじ

めとする豊かな生物多様性が見られる地域づくりに努めます。 

また、緑豊かで魅力ある里地・里山・里海の多面的機能に誰もが気付き、愛媛のかけがえのない財産

として、守り続けることができるよう県民意識の醸成に努めます。 

 そして、豊かな自然と共生できる、ふるさと愛媛の実現を目指します。 

   

施策51 豊かな自然環境と生物多様性の保全 

〔施策の目標〕 

豊かな自然を守り、次世代にもっと引き継ぎたい。 

〔施策の概要〕 

石鎚山系をはじめ、自然を活かしたエコツーリズム等により、自然環境の保全と地域の活性化の両

立を図るほか、生物多様性の保全に向けた取組みを強化します。 など 

主要な取組み 

ア 石鎚山系魅力創生事業（自然保護課） 

予算額 10,741千円、決算額 10,433千円（国費 4,735千円、県費 5,698千円）、 

不用額 308千円 

【事業の実施状況】 

石鎚国定公園を単なる観光や登山に加えて自然環境の保全に対する視点を持って自然に触れてもら

う来訪者の増加を図ることを目的に、自然遊歩道の整備、石鎚山系でのエコツーリズムの推進や石鎚

山ヒルクライム大会への支援を行った。 

特に、エコツーリズムの推進については、平成27年度の石鎚国定公園指定60周年を機に、今までの

取組みをさらに強化し、石鎚山系の魅力創生を推進した。 

  (1)愛媛県エコツーリズム推進事業 

   ○石鎚山系エコツーリズム普及啓発事業 

・面河地域での地域観光資源調査、イベント開催 

・エコツーリズム推進全体構想の認定 

○石鎚山系エコツーリズム情報発信事業 

・県外旅行会社等へのプロモーション 

・地域情報誌によるＰＲ、アウトドア総合メーカー等と連携した情報発信など 

○石鎚山系エコツアーガイド人材育成事業 

・ガイド養成のためのフォローアップ研修の実施 

  (2)石鎚山ヒルクライムブランド化支援事業 

    石鎚の魅力を活かした環境にやさしい自転車を使った競技大会として、「第６回石鎚山ヒルクライ

ム」の開催支援を行うことにより、石鎚山系を全国にＰＲし、石鎚の自然に触れる来訪者の増加や

自然環境保全への意識向上を図った。 

    大会実施日：平成28年９月４日（日） 

・イベントへの補助 

     中央メディアの招へいによるイベントの全国発信、ボランティアスタッフの派遣などを行った。 

・イベント業務の支援 

     大会開催準備における関係機関との協議調整への支援を行った。 

  (3)石鎚山系自然歩道等整備事業 

石鎚山系にある四国のみちにおいて、老朽化した施設の修繕や危険箇所の解消を図り、利用者の

安全で快適な通行を確保する。 

・整備箇所 山里のへんろみちコース（久万高原町） 
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    ・事業概要 園路工Ｌ＝100ｍ 休憩施設（卓ベンチ）の設置 等 

  (4)環境保全意識啓発事業 

   ○環境啓発登山（石鎚山）  

・開催年月日 平成28年5月28日（土）〔春季〕、11月5日（土）〔秋季〕 

     ・参 加 者 111名〔春季〕、78名〔秋季〕 

   ○石鎚山環境啓発親子登山（山の日） 

・開催年月日 平成28年5月28日（土）〔春季〕、11月5日（土）〔秋季〕 

     ・参 加 者 190名（小学生とその保護者、県、山岳連盟等関係団体） 

   ○石鎚利用者等動向調査 

     ・石鎚山土小屋及びロープウェイ下谷駅で来訪者の実態・動向・意識に関する調査 

・市街地における石鎚山やエコツアー等に関する実態・意識・要望等に関する調査 

   【事業の成果】 

石鎚の魅力を活かした地域振興の取組みとして、ヒルクライムでは県内枠が募集開始からわず

か10分で定員を上回る参加申込みがあった。また、環境保全意識啓発事業を通し、石鎚国定公園

における自然環境保全に対する意識の高揚を図るとともに、県内外へ石鎚山系の魅力をＰＲでき

たほか、愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協議会構成団体が実施するエコツアーでは1,982名の

参加があった。 

また、再整備された横峰寺へのみちをコースとした歩きお遍路体験ツアー（主催：旅館ホテル

連盟）が開催され、首都圏の大手航空会社や旅行会社等に豊かな自然や歴史、文化等に触れなが

ら歩くことのできる四国のみちを通じて、石鎚山系の魅力発信に寄与した。 

今後もヒルクライムやエコツアーの定着を目指して継続して事業に取り組み、成果の向上に努

めることとしている。 

指標の名称 石鎚国定公園の利用者数 

指標の目指す

方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

395千人  382千人 
平成29年度目標値 

395千人以上 

 

イ 自然公園等施設整備事業（自然保護課） 

予算額 34,149千円、決算額 32,778千円（国費 20,895千円、県費 4,283千円、 

その他 7,600千円）、不用額 1,371千円（国費の内示減による） 

【事業の実施状況】 

自然とのふれあいを求める県民ニーズの高まりに対処し、優れた自然環境にある自然公園の利

用を促進し、ゆとりと潤いのある県民生活を実現していくため、必要な公園利用施設の維持修繕

等を実施した。 

 （平成28年度実施） 

箇 所 名 事 業 箇 所 整 備 内 容 

瀬戸内海国立公園東予国民休暇村取付道路 西条市 車両用防護柵工、排水工 

瀬戸内海国立公園正味名駒線（歩道） 今治市 園路工 

瀬戸内海国立公園佐田岬園地 伊方町 園路工 

足摺宇和海国立公園雪輪の滝園地 宇和島市 休憩施設設置工 

足摺宇和海国立公園須ノ川園地 愛南町 舗装工、木製看板工 

足摺宇和海国立公園高茂岬園地 愛南町 木柵工 

奥道後玉川県立自然公園（楢原山） 今治市 木製看板工 

【事業の成果】 

老朽化した施設の修繕や危険箇所の解消、案内看板の更新等を行い、利用者の安全で快適な利

用を図ることができた。 
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指標の名称 自然公園、四国のみちの利用者数 

指標の目指す

方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

5,420千人 5,461千人 
目標（H30度） 

5,750千人以上 

 

ウ 生物多様性えひめ戦略推進事業（自然保護課） 

予算額 8,693千円、決算額 7,824千円（県費）、不用額 869千円 

【事業の実施状況】 

生物多様性の恵みを将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を目指し、生物多様

性センターと連携して、平成23年度に策定した生物多様性えひめ戦略に基づき、野生動植物調査

や外来生物対策、生物多様性の普及啓発等に取り組んだ。 

また、同戦略が策定から5年を経過したことから、本県の生物多様性の現状や社会経済状況の変

化等をふまえ、平成29年度から10年間を計画期間とする「第２次生物多様性えひめ戦略」を策定

した。 

 ○特定希少野生動植物保護管理調査事業 

  ・コガタノゲンゴロウ等生息・生育調査 41回 

 ○生物多様性保全・再生モデル地区推進事業 

  ・今治市大三島地区を「大三島の自然を守る会」に委託（平成28年４月）。 

・愛南町一本松地区を「愛南探検隊」に委託（平成28年４月）。 

 ○外来生物対策事業 

  ・外来生物実態調査 

  ・アライグマ防除実践研修会の開催 

  ・ホームページ（生きもの情報・投稿専用サイト）「愛媛の自然を守り隊」の運用。 

○えひめ生物多様性パートナーズ事業 

 ・「えひめいきもの応援キッズ」が生物多様性センターとそのパートナー施設（４施設） 

  を巡り、様々な視点で生物多様性について学び生物多様性保全の意識高揚・定着を図 

った。 

・参加人数：22人、学習会開催回数：14回（５施設） 

○生物多様性えひめ戦略の改定及び進行管理事業 

 ・えひめの生物多様性保全推進庁内連絡会議担当者会議の開催 

・えひめの生物多様性保全推進委員会の開催状況 

区 分 開催日 
出席
者数 

内           容 

専門部会 平成28年８月26日（金） 10名 
生物多様性えひめ戦略の素案について 

（これまでの取組と課題、改定方針等） 

委員会 平成28年８月26日（金） ８名 生物多様性えひめ戦略の素案について（〃） 

委員会 平成28年12月16日（金） ９名 生物多様性えひめ戦略の改訂案について 

【事業の成果】 

平成23年12月に策定した生物多様性の保全等を推進する基本方針である「生物多様性えひめ戦

略」の周知と定着を図り、ＮＰＯ等民間団体、企業等事業者、教育機関、行政等県民それぞれが

役割を認識し、連携しながら生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組む機運の醸成に努め

た。 

また、「第２次生物多様性えひめ戦略」の策定において、アンケートの実施やこれまでの取組

の評価等により本県の課題を整理し、特に重点的に対応していく必要のあることについて重点施

策に位置付け、これらに基づき各事業を実施していくこととしている。 
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指標の名称 生物多様性の認識度 

指標の目指す

方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

51.0％ 55.0％ 

Ｈ27：県政に関する世論

調査（Ｈ24年度） 

Ｈ28：商業施設アンケー

ト（1,030名） 

 

エ 自然観察会開催事業（自然保護課） 

予算額 1,729千円、決算額1,425千円（その他）、不用額 304千円 

【事業の実施状況】 

森林環境保全基金を活用し、次代を担う青少年を対象に、自然保護活動体験、野外教育及び環

境教育を行う自然観察会を実施した。 

（開催結果） 

 観察会内容 実施日 実施場所 
参加人

数（人） 

１ 

・トキワバイカツツジ自生地で

の開花状況観察 

・御槇付近で植物と昆虫の観察 

平成 28年 4月 24日 宇和島市津島町 12  

２ 
・里山のくらし・生き物との 

つながり 
平成 28年 8月 10日 西条市 21  

３ ・里山の生き物観察 平成 28年 8月 25日 西条市 21  

４ 
・夜の雑木林と田んぼの生き物

観察 
平成 28年 7月 2日 愛南町 23  

５ 
・里山のくらし・生き物との 

つながり 
平成 28年 4月 24日 今治市大三島町 33  

６ ・戸島の昆虫観察 平成 28年 8月 10日 宇和島市戸島 25  

７ 
・里山のくらし・生き物との 

つながり 
平成 28年 8月 25日 今治市大三島町 28  

８ 
・ライトトラップを使った昆虫

観察 
平成 28年 7月 2日 

松山市  

城山公園 
43  

９ ・南予の干潟の生きもの観察 平成 28年 7月 2日 
愛南町御荘湾、愛媛県

立南宇和高等学校 
28  

10 
・里の生き物観察（稲刈後の水

田） 
平成 28年 7月 14日 愛南町 25  

11 
・八幡浜の魚類・内子の鳥類観

察会 
平成 28年 7月 30日 

八幡浜市 

内子町 
27  

12 ・春の生きもの観察会 平成 28年 8月 5日 松山市 36 

 参加人数合計   322 

【事業の成果】 

自然環境保全に対する意識の高揚、野生動植物の保護思想の醸成を図ることができた。 

 

オ 特定鳥獣保護管理計画推進事業（自然保護課） 

予算額 17,876千円、決算額 17,471千円（国費 11,190千円、県費 486千円、 

その他 5,795千円）、不用額 405千円 

【事業の実施状況】 

特定鳥獣による農林作物等の被害を軽減し、特定鳥獣の生息数を適正なレベルにコントロール

するための目標と手法を定めた第二種特定鳥獣管理計画（イノシシ、ニホンジカ各適正管理計画）
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が平成29年3月末に終期を迎えることから、適正管理検討委員会を開催し計画の改定を行ったほか、

計画の進行について検討・評価を行うために、生息密度の指標等についてモニタリングを実施し

た。 

また、鳥獣保護管理法の施行（平成27年５月29日）により創設された「指定管理鳥獣捕獲等事

業」について、ニホンジカの食害による自然植生被害の抑制・防止を図るため、27年度に実施し

たモデル事業をふまえ、県内の４区域において集中的かつ広域的に実施した。 

 

〇第二種特定鳥獣保護管理計画改訂事業 

・特定鳥獣適正管理検討委員会の開催状況 

区 分 開催日 
出席
者数 

内           容 

委員会 平成28年12月15日（木） ４名 
次期イノシシ、ニホンジカ適正管理計画の素

案について 

委員会 平成29年3月16日（木） ４名 指定管理鳥獣捕獲等事業等の検証について 

〇狩猟の活動実態調査委託 

・委託先 ：愛媛大学  

・実施時期：平成28年6月～平成29年３月 

・委託内容：愛媛県における指定管理鳥獣捕獲事業の捕獲活動実態と鳥獣害対策の効果の解明

および捕獲等活動継続のための対策に関する調査研究 

〇ニホンジカ適正管理計画調査事業 

     ・委託先 株式会社 野生動物保護管理事務所 

ニホンジカの保護管理施策の実効性を高めるために、平成26年度に環境省で実施した調

査ルートと同じ39ルートを含む全40ルートで糞塊密度調査を行い、生息動向、生息環境、

被害状況についてモニタリングを実施するとともに、個体数の推定と将来予測を行った。 

  〇指定管理鳥獣捕獲等事業 

  ・委託先 ：一般社団法人 愛媛県猟友会（認定鳥獣捕獲等事業者） 

  ・実施箇所：東予東部地域、石鎚山系地域、東予西部・中予北東部地域、南予南部地域  

  ・実施時期：平成28年10月～平成29年３月 

【事業の成果】 

指標の名称 イノシシの捕獲頭数 

指標の目指す

方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

22,363頭 
平成29年８月

判明 

適正管理計画捕獲目標 

25,000頭 

 

指標の名称 ニホンジカの捕獲頭数 

指標の目指す

方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

7,266頭 
平成29年８月

判明 

適正管理計画捕獲目標 

3,500頭 

（Ｈ28指定管理鳥獣捕獲

等事業：74頭） 

 

カ 狩猟免許事業（自然保護課） 

予算額 4,249千円、決算額 3,520千円（県費）、不用額 729千円 

【事業の実施状況】 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく狩猟免許試験、狩猟免許更新に
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係る適性試験、狩猟免状交付、狩猟者登録及び狩猟者の指導を実施した。 

    ○狩猟免許試験及び狩猟免許更新結果 

項目 開催回数 受験者数 合格者数 

狩猟免許試験 10回 478人 421人 

狩猟免許更新 14回 716人 715人 

      ○一斉取締状況 

実施日 違反件数 事故件数 

Ｈ28.11.１（火） ０件 ０件 

Ｈ28.11.15（火） ０件 ０件 

【事業の成果】 

指標の名称 狩猟免許所持者数 

指標の目指す

方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

4,911人 5,217人 
 

 

 

指標の名称 狩猟者登録者数 

指標の目指す

方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

3,981人 4,114人 
 

 

 

施策52 魅力ある里地・里山・里海づくり 

〔施策の目標〕 

豊かな自然あふれる里地・里山・里海を守り育てたい。 

〔施策の概要〕 

農山漁村の美しい景観や豊かな自然環境の保全を図り、文化や伝統の保全・伝承に取り組むととも

に、集落道の整備など、集落環境の整備を進め、定住促進の基盤づくりに努めます。 など 

主要な取組み 

ア グリーン・ツーリズム推進事業（農政課） 

予算額 5,312千円、決算額 3,954千円（国費 810千円、県費 3,144千円）、 

不用額 1,358千円（国の内示減及び経費の節減による） 

【事業の実施状況】 

グリーン・ツーリズムを推進するため、受入体制の整備・強化、情報発信、人材育成、普及啓

発に係る各種事業を実施したほか、四国４県が連携したキャンペーンの実施など四国内外での情

報発信に努めた。 

・平成28年度実施状況                         （単位：千円） 

区  分 県事業費 内   容 

県 全 域 

四国４県 
3,473 

・四国４県連携事業の実施  ・県推進協議会の運営 

・本庁・地方局推進チームの運営 など 

地域連携・自立化支援事業（市町・地域協議会への補助） 

 

区  分 事 業 費 補助金額 内   容 

鬼北の里グリーンツーリズム推進協議会 964 481 

協議会、研究会の開催 

先進地視察研修の実施 

ワークショップ など 

計 964 481  
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【事業の成果】 

指標の名称 都市農村交流（グリーン・ツーリズム）施設における年間宿泊者数 

指標の方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

93.1千人 99.4千人 
目標値 

78.1千人 

農山漁村の活性化と農林漁家所得の向上等を図るため、グリーン・ツーリズムを推進し、都市

農村交流施設への宿泊者が増加するなど、都市と農山漁村の交流人口が増加した。 

 

イ ふるさと・水と土ふれあい事業（農地整備課） 

予算額 12,000千円、決算額 10,264千円（その他）、 

不用額 1,736千円（地元調整による実施地区の減による） 

【事業の実施状況】 

中山間地域や棚田地域における農業・農村の有する多面的機能の持続的な発揮と保全・利活用

に向けた地域住民活動の活性化を図るため、「ふるさとづくりワークショップ」などを開催した。 

また、棚田地域の多面的機能の維持を図るため、集落の共同作業を外部から応援する「中山間

ふるさとサポートマッチング事業」を実施した。 

 ○ふるさとづくりワークショップ（３地区） 

 ○ふるさと水辺の生き物教室（６地区） 

 ○棚田ふれあい教室（２地区） 

 ○中山間ふるさとサポートマッチング事業 

【事業の成果】 

  県内８市町（11地区）において事業を展開し、県民534人の参加者から地域の自然環境の豊かさ

や環境保全の大切さ、農業の役割に対する理解が深まったとの意見が得られた。また、中山間ふ

るさとサポートマッチング事業により、支援する意欲のある企業等の「ふるさとサポーター」と

「棚田集落」20組において協働活動の協定を締結するなど、地域コミュニティの再生や住民活動

の活性化が図られた。 

 

ウ 農村環境保全向上活動支援事業（農地整備課） 

予算額 760,111千円、決算額 759,013千円（国費 508,002千円、県費 249,756千円、 

その他 1,255千円）、不用額 1,098千円（事業実績の減による） 

【事業の実施状況】 

○支援交付金 

農業者等による農地を維持するための基礎的保全活動（農地維持支払）について県下522の 

活動組織に対し、交付金による支援を実施した。 

非農家を含めた地域ぐるみで行う共助活動や農村環境保全等の共同活動（質的向上）につい

て、県下408の活動組織に対し、交付金による支援を実施した。 

老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化対策を行う活動（長寿命化）について、地域共同

による農地・農業用水等の基礎的な保全管理活動を行う県下209の活動組織に対し、交付金によ

る支援を実施した。 

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む27の農業者が組織する団

体等に対し交付金による支援を実施した。 

   また、愛媛県多面的機能支払推進協議会が行う、活動組織に対する指導・助言や事務手続き

等に必要な経費について、交付金による支援を実施した。 

○推進事業 

   県は県推進事業により、活動状況の点検や取組みを評価するための第三者機関（愛媛県日本

型直接支払検討委員会）の運営、営農活動に関する現地調査及び市町への指導助言を実施した。 

   また、市町は市町推進事業により、活動組織との協定締結、実施状況の確認、活動組織や農
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業者等に対する指導助言を実施した。 

・平成28年度実施状況 

支援交付金                           （単位：千円） 

区     分 
地区数及び 

取組件数 

交 付 対 象 

事 業 費 
県交付金 

財 源 内 訳 

国 費 県 費 

農 地 維 持 支 払 522地区 426,170 319,628 213,085 106,543 

資 源 向 上 支 払 

（ 質 的 向 上 ） 
（408地区） 207,473 155,605 103,737 51,868 

資 源 向 上 支 払 

（ 長 寿 命 化 ） 
（209地区） 312,396 234,297 156,198 78,099 

環境保全型農業 

直接支払交付金 
27件 18,079 13,372 8,915 4,457 

計  964,118 722,902 481,935 240,967 

                      （地区数（ ）書きは農地維持支払の内数である。） 

※国、県交付金の他、市町交付金（236,510千円）が活動組織へ交付されている。 

（単位：協議会、千円） 

 区 分 協議会数 
交 付 対 象 

事 業 費 
県交付金 

財 源 内 訳 

国 費 県 費 

地域協議会推進

交 付 金 
１ 29,132 21,849 14,566 7,283 

        ※国、県交付金の他、市町交付金（7,283千円）が地域協議会へ交付されている。 

       推進事業                         （単位：地区、千円） 

 区  分 地区数 事 業 費 
財 源 内 訳 

国 費 県 費 

県 推 進 事 業 １ 3,090 1,584 1,506 

（単位：地区、千円） 

区     分 地区数 
交 付 対 象 

事 業 費 
県交付金 

財 源 内 訳 

国 費 県 費 

市 町 推 進 事 業 17 19,737 9,917 9,917 － 

【事業の成果】 

農地維持支払では、県内19市町において農振農用地の約35％に相当する16,489haの農地を対象

とした522の活動組織により、農業者等が行う農地・農業用水路等の保全管理活動を実施し、資源

向上支払（質的向上）では、408の活動組織が景観作物の作付けなどによる農村環境の保全活動を

実施した。なお、当該活動では非農家や小中学生が活動に参加しており地域コミュニティの活性

化にも貢献している。 

資源向上支払（長寿命化）では県内15市町において、209の活動組織が老朽化した農業用用排水

路等の長寿命化対策を実施した。 

また、営農活動では、県内10市町において、240haの農地を対象に、水稲、果樹、野菜等を中心とする、

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い環境保全型農業に取り組んだ。 

 

エ 中山間地域等直接支払交付金事業（農地整備課） 

予算額 1,217,877千円、決算額 1,215,475千円（国費 809,810千円、県費 405,026千円、 

その他 639千円）、不用額 2,402千円（事業実績の減による） 

【事業の実施状況】 

中山間地域等の農業生産条件の不利性を補正するため、中山間地域等直接支払交付金を交付し

た。 
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・平成28年度中山間地域等直接支払交付金交付状況         （単位：ha、千円） 

実施 
市町数 

事 業 内 容 実施面積 事 業 費 交 付 金 
財 源 内 訳 
国 費 県 費 

18 

集落協定等に基づ
き、５年以上継続し
て農業生産活動等を
行う農業者等への交
付金 

11,936 1,605,680 1,200,779 795,880 404,899 

【事業の成果】 

本事業に872協定集落が取組み、農業生産活動等を通じて耕作放棄地の発生を防止するとともに、

中山間地域等が有する国土保全、水資源かん養等の多面的機能の維持が図られた。 
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政策③ 環境にやさしい産業の育成 

目指す方向 

地球の恵みともいえる太陽光やバイオマスエネルギー等の再生可能エネルギーのさらなる利活用に

取り組みます。 

また、適正な森林管理の下、間伐材の利用促進に努め、愛媛の豊富な森林資源を守るとともに県内経

済活性化への貢献が期待される低炭素ビジネスの成長を促進します。 

そして、これまでに培ってきた技術や地域特性を活かしながら、地域経済を牽引していく環境にやさ

しい産業を育て、環境保全と産業活動が好循環する社会の実現を目指します。 

 

施策53 再生可能エネルギー等の利用促進 

〔施策の目標〕 

再生可能エネルギーをもっと普及させたい。 

〔施策の概要〕 

 国が示すこととしている最適な電源構成等を踏まえながら、県地域新エネルギービジョンを見直す

とともに、再生可能エネルギーの導入を促進します。 など 

主要な取組み 

ア バイオ燃料利用拡大事業（環境政策課） 

予算額 7,616千円、決算額 5,883千円（その他）、不用額 1,733千円（委託実績の減による） 

【事業の実施状況】 

( 1 ) バイオマス活用普及啓発事業 

愛媛県バイオマス利活用促進連絡協議会の活動を中心に、市町や民間企業等が実施する環境

イベントにおいて、平成24年６月に策定した「愛媛県バイオマス活用推進計画」を広く一般県

民に周知するとともに、講師招聘による最新のバイオマス活用動向等の基調講演及び意見交換

を実施した。 

また、次世代を担う子どもたちのバイオマスへの理解と関心を高めるとともに、環境保全へ

の意識啓発を図るため、子ども向け出前授業「バイオマス教室」を開催した。 

・開催回数：５回 

( 2 ) バイオマス活用県民参加推進事業 

県独自のエコ・アクション・ポイント制度「エコえひめ・ストッピー・ポイント」により、

使用済み天ぷら油の回収場所への持ち込みやバイオ燃料の購入などのエコ活動を行った県民に

対して、経済的インセンティブを付与し、県民のバイオ燃料に対する意識向上を図った。 

       ・実施場所  県内のホームセンター等50箇所 

       ・使用済み天ぷら油回収量  17,563リットル 

(3) バイオディーゼル燃料普及啓発事業 

   使用済み天ぷら油の市民回収量が順調に増えてきていることから、これを原料とするバイオ

ディーゼル燃料の利用を推進するため、次の事業を実施した。 

〇バイオディーゼル燃料モニター事業 

委 託 先：(株)富久、協和道路(株) 

委託期間：平成28年７月８日～平成29年３月21日 

車  両：建設機械21台 

内  容：建設機械に一定期間Ｂ５燃料を使用してもらい、市場での使用実績を積み重

ねるとともに普及啓発を図り、モニター結果を公表した。 

〇バイオディーゼル燃料普及イベント開催事業 

実 施 日：平成28年11月26～27日 

開催場所：松山市（すごいもの博2016） 

内  容：バイオディーゼル燃料普及啓発車両の展示や啓発パネルの掲出、普及啓発リ

ーフレットの配布等により、バイオディーゼル燃料の普及啓発を図った。 
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〇バイオディーゼル燃料理解促進セミナー 

 実 施 日：平成29年2月9日 

演  題：「セルロースナノファイバー／高分子複合材料の物性と展望」 

講  師：国立研究開発法人 森林総合研究所 特別研究員 藤澤 秀次 

       〇公用車によるバイオディーゼル燃料普及啓発事業 

        内  容：バイオディーゼル燃料の安全性や環境価値など、県民に広く周知し、認知度

の向上及び理解促進を図るため、公用車を広告媒体としてラッピングし、事

業活動において使用した。 

       〇自家給油施設整備モデル事業費補助金 

        内  容：自家給油施設を県・市町・民間が協働で整備し、燃料の普及啓発と利用拡大

を図る。 

        設置場所：鬼北町 

【事業の成果】 

使用済み天ぷら油の回収量は順調に増加しており、環境イベント等における普及啓発活動や

様々な普及啓発事業の実施を通じて、使用済み天ぷら油をはじめとするバイオマス活用に対する

県民の意識向上を図ることができた。（普及啓発セミナー等参加者 延べ約400人、バイオディー

ゼル燃料の使用によるCO2削減効果2078.07kg（約150世帯が１日に出すCO2の量に相当））。 

 

イ 新エネルギー等導入促進支援事業（産業政策課 H29年度所管：環境政策課） 

予算額 35,255千円、決算額 28,137千円（県費）、 

不用額 7,118千円（市町の補助実績等が想定を下回ったため） 

【事業の実施状況】 

市町と連携して家庭用燃料電池及び蓄電池の導入促進を図るため、独自に家庭用燃料電池及び

蓄電池の設置補助制度を実施する市町に対し、その補助実績に応じて補助金を交付した。また、

再生可能エネルギーの導入促進を図るため、企業が実施する導入可能性調査に対する補助金を交

付した。 

【事業の成果】 

効果的な事業実施により、新エネルギー等の導入に資することができた。（家庭用燃料電池及び

蓄電池補助実績： 451件 導入可能性調査補助実績：２件） 

 

ウ 農業用水小水力発電導入支援事業（農地整備課） 

予算額 10,500千円、決算額 10,500千円（国費 5,000千円、県費 3,000千円、

その他 2,500千円） 

【事業の実施状況】 

○小水力発電施設整備事業 

農業水利施設への小水力発電施設を整備するため、大久保山ダム及び朝倉ダムにおいて調査

測量設計を実施した。 

【事業の成果】 

農業水利施設を管理する土地改良区の維持管理費など農家負担の軽減を図り、再生可能エネル

ギーの普及に繋がる３箇所のうち、大久保山ダム及び朝倉ダムについて平成29年度から施設整備

に着手することとなった。また、志河川ダムにおいて発電事業が開始され、売電収入により農家

の負担軽減が図られるとともに、農業用水利施設での小水力発電への関心が深まった。 

 

エ 木質バイオマス利用促進事業（林業政策課） 

予算額 24,985千円、決算額 24,513千円（その他）、不用額 472千円 

【事業の実施状況】 

林内に放置されている林地残材等の搬出利用経費に対する支援や今後需要が見込まれる発電用

の木質バイオマス供給に向けた低コスト化手法について検討を行うとともに、民間企業等のアイ

ディアを活用した製材品以外の木材の新規利用用途開発を支援することにより新たな木材需要を
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創出する。 

 ○木質バイオマス有効活用事業（補助事業） 

製紙用チップ、木質ペレット等の原料として、安定的に利用する林地残材等の木質バイオ

マスの搬出利用経費に対して支援した。 

 ○木質バイオマス生産低コスト化事業(県事業) 

林地残材等の木質バイオマス利用を促進するため、今後需要が見込まれる発電利用に対す

る生産量の推計、水分率の調整等に関する検討を行った。 

 ○木質バイオマス利用調査事業(補助事業) 

   他県の優良な林地残材利用事例について調査を実施し、林業関係者等に普及を図る。 

 ○県産材利用用途開発事業(補助事業) 

   民間企業等のアイディアを活かした新たな県産材利用商品や利用方法の開発を支援した。 

 ○県産材利用用途普及事業(県事業) 

   新たな県産材の利用方法等に関する説明会を実施した。 

【事業の成果】 

製紙用や木質ペレット用として林地残材等の木質バイオマスの利用促進が図れた。 

また、新たな県産材の利用用途の開発を支援することで、新たな需要を創出することができた。 

 

施策55 恵み豊かな森林（もり）づくり 

〔施策の目標〕 

恵み豊かな愛媛の森林（もり）をもっと活用したい。 

〔施策の概要〕 

積極的な森林資源の活用による適切な森林整備や適正な森林管理に取り組むとともに、森林の整備

から流通までを総合的に推進し、森林・林業の振興を図っていきます。 など 

主要な取組み 

ア 愛媛県産材製品市場開拓促進事業（林業政策課） 

予算額 7,356千円、決算額 6,797千円（その他）、不用額 559千円 

【事業の実施状況】 

愛媛県産材製品市場開拓協議会が行う首都圏等の大消費地における販路開拓を支援するととも

に、市場で要望の高まっている森林認証材の普及啓発を図るための活動について支援を行った。 

○販売体制整備事業（補助事業） 

首都圏等における大手商社・住宅メーカー等に対するセールス等の実施 

     ○愛媛県産材販売促進事業（県事業） 

首都圏等の大消費地の木材商社、住宅メーカーを対象に、県内製材工場等と首都圏需要者

とのマッチング商談会を開催し、木材商社等が主催する展示会に出展し、県産材のＰＲを行

った。 

・マッチング商談会 

    第１回 開催時期 平成28年９月６～７日（松山市他） 

対象企業 首都圏等木材需要者 12社（本県からの参加企業12社） 

第２回 開催時期 平成29年2月10日（大阪府） 

対象企業 近畿地域木材需要者 ９社（県内参加企業10社） 

      ・展示会 

        ナイス住まいの耐震博覧会 平成28年6月25～26日（名古屋） 

        ナイス住まいの耐震博覧会 平成29年2月３～５日（東京都） 

        ジャパンホームショー 平成28年10月26～27日（東京都） 

○森林認証普及啓発推進事業（委託事業） 

森林認証材の計画的かつ安定的な生産、流通体制を構築するため、東予流域林業活性化セ

ンターが行う検討会の開催、情報収集、地域における認証材流通促進計画の作成を支援 

【事業の成果】 
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各種事業を通じて、県産材製品の特徴である「安定供給」、「品質管理」、「多様な製品」を供給

できることのアピールや、個別の商談を行った結果、新たな販路の開拓ができた。 

 平成28年度 県関与の製材品販売実績 34,127㎥ 

また、森林認証材流通促進方針の作成を通じて、生産・加工・流通・販売に至る関係者の役割

が明確化され、地域における森林認証材サプライチェーンの構築に向けたモデル的ビジョンが示

された。 

 

イ 県産ＣＬＴ普及促進事業（林業政策課） 

予算額 7,906千円、決算額 7,377千円（その他）、不用額 529千円 

【事業の実施状況】 

本県が全国に先駆け普及を図っているＣＬＴ(直交集成板)について、県産ＣＬＴを使用した建

築物が県内で建築されるように材料となる原木の安定供給、県内での生産体制の整備や建築物の

建設促進などについて検討するとともに、普及・ＰＲを推進し、ＣＬＴ利用を促進する。 

○ＣＬＴ建築物建設促進事業（委託事業） 

  ＣＬＴの使用事例を紹介するため、ＣＬＴ建築物（コンビニ等の小規模店舗を想定）の計

画書を作成し、普及・ＰＲ活動を行った。 

○原料安定供給促進事業(県事業) 

   ＣＬＴ生産に欠かせないラミナの安定的な調達を可能とするため、小径木から生産される

小幅ラミナを使用したＣＬＴを作成し、強度試験等を行い、生産技術の確立を図った。 

○普及促進事業(県事業) 

   各種イベント・講習会等において、ＣＬＴの利点や活用事例などを紹介し、普及啓発に努

めるとともに、日本ＣＬＴ協会が実施する研修会等を通じて、ＣＬＴ施設や建物に関する先

進事例に関する情報収集を行った。 

【事業の成果】 

各種事業を通じて、森林・林業関係者、建築関係者等のＣＬＴに対する理解が深まり、ＣＬＴ

生産施設の整備やＣＬＴを利用した建物の建築等が実現した。 

 

ウ 森林そ生緊急対策事業（森林整備課） 

予算額 5,219,894千円、決算額 3,109,576千円（県費3,931千円、その他 3,105,645千円）、 

繰越額 2,110,069千円、不用額 249千円 

【事業の実施状況】 

森林そ生対策を強力緊急に推進するため、「愛媛県森林そ生緊急対策基金」やＴＰＰ対策として

措置された合板・製材生産性強化対策事業を活用し、間伐の実施、路網、高性能林業機械の導入

や木材加工流通施設、木質バイオマス利用施設、木造公共施設の整備に対する支援を行った。 

○協議会の運営               １式［定額］ 

○間伐等                  404ha［定額］ 

○路網整備                  98,858ｍ［定額］ 

○森林境界の明確化              36ha［定額］ 

○高性能林業機械等の導入          ２台［1/2以内］ 

○木材加工流通施設等整備         ２施設［1/2以内］ 

○木造公共施設等整備           ３施設［1/2以内］ 

○新規用途導入促進事業（ＣＬＴ建築物）  １施設［1/2以内］ 
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【事業の成果】 

指標の名称 間伐面積 

指標の説明 
事業の目的は、地球温暖化防止や復興用木材等の安定供給対策であり、事業メニ

ューのうち、間伐の実施が必須条件となっているため 

指標の方向性 

 

実績値等 

平成27年度値 平成28年度値 備考 

7,645ha 8,049ha 
平成28年度目標値  

7,661ha 

当該事業の事業期間中（平成21～28年度の8ヶ年間）に計画している間伐面積を目標値とし、実

績値は間伐実績の累計面積 

 

エ 県民参加の森林づくり公募事業（森林整備課） 

予算額 27,000千円、決算額 20,875千円（その他）、不用額 6,125千円（事業量減による） 

【事業の実施状況】 

「県民参加の森林づくり」の推進を目的として、県民の自発的な企画・立案・実行する活動及び

市町提案型活動を支援した。 

なお、公募事業に参加した県民の人数は、延べ10,894人であった。 

 ○県民活動提案公募事業 応募件数 44件（実施 41件） 

 ○市町提案公募事業   応募件数 ５件（実施 ５件） 

【事業の成果】 

事業を実施した結果、県民等の豊かな発想と自発的な活動により、「森林環境の保全」と「森林

と共生する文化の創造」を目指した県民参加の森林づくりの気運の高まりに寄与できた。 

 

オ 里山放置竹林対策モデル事業（森林整備課） 

予算額 28,968千円、決算額 22,970千円（国費 10,300千円、その他 12,670千円）、 

繰越額 4,119千円、不用額 1,879千円（事業量減による） 

【事業の実施状況】 

里山地域の放置竹林を対象に、水土保全機能等の回復と生活環境の改善を目的として、県が事

業主体となり、モデル的に全伐を行い、広葉樹を植栽して樹種転換を図り、放置竹林の整備を実

施した。更には、竹資源の地域利用をモデル的に実践し、里山地域の竹資源の利用促進に繋げた。 

○竹林整備面積 5.56ha 

東予地区 ４箇所（3.72ha）、中予地区 １箇所（1.23ha）、南予地区 １箇所（0.61ha） 

【事業の成果】 

事業を実施した結果、全伐し広葉樹を植栽し樹種転換により、放置竹林が解消され恵み豊かな

森林づくりに寄与できた。 

 


